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１．目的および適用範囲 

 この文書は、EPAエネルギースタープログラムに基づき試験所が具体的な運用を行なうための特別 

な要求を与えるものであり、当社の認定を受けようとする試験所または認定を受けた試験所について 

適用する。 

 

２．引用文書 

 (1)  試験所の認定に関する要求事項：VLAC-VR100A 

(2) ISO/IEC 17025：2017 General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories (JIS Q 17025:2018 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)  

(3)  ISO/IEC 17011:2017 Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessment bodies( JIS Q 17011:2018 適合性評価－適合性評価機関の

認定を行う機関に対する一般要求事項)  

(4)  EPA文書 「Conditions and Criteria for Recognition of Accreditation Bodies for  ENERGY 

     STAR® Laboratory Recognition （ENERGY STAR®試験所認可のための認定機関の認可に関す

る条件と基準）」及び「Conditions and Criteria for Recognition of Laboratories for the 

ENERGY STAR® Program（ENERGY STAR®プログラムの試験所の認可に関する条件と基

準）」 

 

３．用 語 

この文書においては、ISO/IEC 17025：2017(JIS Q 17025:2018)及びISO/IEC 17011:2017(JIS Q 

17011:2018)で定義された用語を用いる。また、次の用語を使用する。 

EPA：米国環境保護庁(米国連邦政府機関) 

EPAエネルギースタープログラム：EPAが運営する省エネルギー促進のための環境ラベリング制

度 

エネルギースター試験所：EPAエネルギースタープログラムに係る製品試験を実施する当社の認

定を受審しようとする試験所又は認定を取得した試験所 

 

４．特定要求事項 

  エネルギースター試験所は、EPAによって定められた「Conditions and Criteria for Recognition of 

Laboratories for the ENERGY STAR® Program （ENERGY STAR®プログラムの試験所の認可に

関する条件と基準）」

https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/Criteria_Laboratories.pdf 

に規定されている要求事項を満足しなければならない。 

この文書の参考訳は国際エネルギースタープログラムhttps://www.energystar.go.jp/ の海外の動向

ページhttps://www.energystar.go.jp/recognized-org.htmlの、「試験所のEPA認可要件（2010年6月：

確定）の和訳」に掲載されている。 

 

https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/Criteria_Laboratories.pdf
https://www.energystar.go.jp/
https://www.energystar.go.jp/recognized-org.html
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５．技能試験 

エネルギースター試験所は、要求されている場合は試験所間比較又は技能試験に参加しなければな

らない。ISO/IEC 17025及びVLAC-VR100Aは認定試験所が試験所間比較又は技能試験により結果

の妥当性を監視することを求めている。 

 

６．遵守事項の誓約 

エネルギースター試験所は、認定の申請時に様式１の誓約書を当社に提出しなければならない。 

 

７．認定試験所の登録 

認定を取得した試験所は、 

https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/Application_Accredited_Laborato

ry_3.pdf 

 

に記載されているApplication for EPA Recognition of a Laboratory に所定事項を記載し、EPAに

提出し、EPA認定試験所として登録すること。 

 

附 則 

この規定は2020年10月1日より適用する。 

https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/Application_Accredited_Laboratory_3.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/Application_Accredited_Laboratory_3.pdf
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様 式 1 
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年 月 日 

株式会社 電磁環境試験所認定センター 

認定センター 殿 

 

所在地 

名 称 

代表者名            印 

 

EPAエネルギースタープログラムに関するVLAC認定の申請を行うに際し、上記Conditions and Criteria for 

Recognition of Laboratories for the ENERGY STAR® Programの記載事項に従うことを誓約します。 

 

 

。 
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参考資料 

ENERGY STAR®プログラムの試験所の認可に関する条件と基準 

(様式1の参考訳) 

以下は国際エネルギースタープログラムhttps://www.energystar.go.jp/の海外の動向ページ

https://www.energystar.go.jp/recognized-org.htmlの、「試験所のEPA認可要件（2010年6月：確定）の和訳」である。

疑義が生じた場合は、EPAの原本を参照すること。 

 

 

一般要件： 

1）EPAにより認可された認定機関（AB：Accreditation Body）によるISO/IEC 17025「試験所及び校正機

関の能力に関する一般要求事項（General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories）」に対する認定を維持する。ISO/IEC 17025 の特筆すべき内容には、試

験所に対する以下の要件が含まれる。 

a）品質目標、責務、および運用方法を明確に示す指針を有している。 

b）試験を実施するために必要な教育と研修を受けている経験豊富な人材を雇用している。 

c）適切な試験に必要な物理的な設備と試験装置を有している。 

d）測定装置が正確で校正されていること、また校正記録が保持されていることを確保する。 

e）観察記録、試験データ、および計算のすべての原本の記録が保持されている。および、 

f）要員の業務品質に悪影響を及ぼす可能性のある、不当な内的または外的な商業上、財政上、ある

いは他の要因による圧力や影響を、試験所および要員が受けないことを確保するための取り決め

を維持する。 

注記：試験所が製品試験の公平性を常に維持することを、EPAは期待している。 

ISO/IEC17025 の要件と整合する公平性の証明には以下の内容が含まれるが、これらに限定

されない可能性がある。 

ⅰ) 試験所の結果について管理、実施、または検証を行う全要員の責務、権限、及び相互関係が 

、要員の業務品質に悪影響を及ぼす可能性のある要因から影響を受けないことを示す組織図。 

ⅱ）内部監査の日付、監査所見、および是正措置。 

ⅲ）顧客からの苦情と是正処置。 

ⅳ）関与した要員名を含む再現性に関する十分な情報が記載された試験記録の原本。 

ⅴ）試験所の職員が倫理(ethics)や遵守(compliance)の監査に参加し、定期的に適格であるという

証拠。 

ⅵ）試験結果に不当な影響を与えようとする企てに対し、報告や対処する機構（メカニズム）が実

施されているという証拠。 

                                                                                             
1 ISO/IEC 17025に対する認定維持の代替方法として、試験所は、EPA が認可する認証機関の監視付きまたは立ち会い付き製造事業者の

試験所プログラム（SMTL/WMTL）に参加することができる。本選択肢に関する詳細については、「ENERGY STAR プログラムの認証機関

の認可に関する条件と基準」の付属資料A を参照する。 

https://www.energystar.go.jp/
https://www.energystar.go.jp/recognized-org.html
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2）試験所の試験施設、備付け設備、装置、及び要員を活用して試験を実施するかを詳細に記述する各認

定されたENERGY STAR試験方法に関する個別の試験所手順を策定し維持する。 

3）試験結果に対する不当な影響を隠蔽または及ぼそうとするすべての企てについては、直ちにEPA/DOE

に通知する。 

4）試験所が試験予定の製品に対するENERGY STARプログラムにおいて説明される通りに試験方法を実施

する試験所の具体的能力が、試験所の認定範囲に記録されている。2 

 

注記：試験所と認定機関の負担を軽減するために、EPAは、ENERGY STAR基準を改定するときに、

試験所に対してその認定範囲の更新を求めない予定である。ただしEPAは、基準の現行バージョン

のプログラム要件において説明されている試験方法と試験所の試験方法が引き続き整合している

ことを、試験所が確保することを求める予定である。さらに、試験方法における主な変更、例え

ば、基準改定により基準の前バージョンとは全く異なる試験方法が求められる場合は、新たに必

要とされる試験方法を反映するように認定範囲を更新することが必要となる。 

 

5）EPAまたはEPAから任命された代表者が、自己の裁量により、ENERGY STARプログラム要件に対する適

合あるいは適合の検証のために実施される、あらゆる試験に立ち会うことを認める。 

EPAまたはその任命された代表者は、立会人としてのみ活動し、いかなる方法においても試験所の試

験業務に参加しないことに合意する。 

 

試験所の相互比較試験： 

1）EPA/DOEが必要と判断する場合において、適切かつ利用可能な試験所の相互比較試験（ILC： 

inter-laboratory comparison）に参加することに同意する。 

2）技能試験実施者からの指示において特に定められていない限り、通常の試験/校正および報告の方法

に従ってILCを実施する。 

3）要求に応じて以下の内容を EPA/DOEに提出する。 

a）ILCの結果。 

b）これら結果の分析。および、 

c）異常あるいは容認できない結果に対する詳細な是正措置。 

 

報告： 

1）認定証明書と認定範囲のデジタル複写物をEPAに提出する。この提出物には、少なくとも以下のもの

が含まれる。 

a）認定の発効日。 

b）認定の有効期限（該当する場合）。および、 

c）ENERGY STAR に関連する認定された試験方法。 

2）是正措置の計画と書類不備の解決方法を含む、ENERGY STAR試験に関連する評価書類の複写物を、当 

 

                                                                                              

2 該当する試験方法は、各ENERGY STAR基準書の製品試験の章に記載されている。 
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該試験所のABがEPAと共有することを認める。 

3）試験所の以下の内容に影響を及ぼす主要な変更は、30日以内にEPAと当該試験所のABの両方に報告す

る。 

a）法律、商業、組織、あるいは所有権に関する状況。 

b）組織構成および管理体制（例：主要管理職員）。 

c）適切な場合において、方針または手続。 

d）所在地。 

e）重要な場合において、従業員、施設、作業環境、または他の資源。および、 

f）試験所の能力、認可されている活動の範囲、または ENERGY STAR 要件および関連する技術書類の

遵守に影響を与える可能性のあるその他事項。 

4）ENERGY STAR試験方法に関するすべての問題は、解決のためにEPAに提出し、これら問題の解決に関連

するEPAの決定に従う。 


